
一

第
百
七
十
八
号
議
案
　
警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
七
十
八
号
議
案

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
七
年
六
月
二
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
警
視
庁
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
三
条
中
「
九
部
」
を
「
八
部
」
に
、
「
生
活
安
全
部
　
　
　

◆
組
織
犯
罪
対
策
部
」
を
「
生
活
安
全
部
」
に
改
め
る
。

　
第
十
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　
三
　
組
織
犯
罪
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
四
　
国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

　
五
　
薬
物
対
策
及
び
銃
器
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
第
十
一
条
の
二
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）
　

　
治
安
対
策
上
の
新
た
な
脅
威
に
的
確
に
対
処
す
る
た
め
、
組
織
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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